
蒲郡市観光協会                                   平成２１年１２月 

 

蒲郡観光交流まち育て活動支援事業のご案内 

 

蒲郡市観光協会では、蒲郡観光交流ウィークの連携事業として、観光交流でのまち育て

活動を元気づけ、観光地として地域の活性化を図ることを目的に、市の産業・福祉・芸術文

化・スポーツ・コミュニティ活動などの各分野において、市内の団体が行う新規または既存の

活動の拡充となる自主的な活動を支援するため、その活動資金の助成制度を設けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- お問合せ - 

蒲郡市役所 商工観光課 〒443-8601 蒲郡市旭町 17番 1号 

               担当：小田 TEL（0533）66－1120 FAX（0533）66－1188 

蒲郡市観光協会 〒443-0034 蒲郡市港町１番３号（蒲郡駅南口） 

担当：西野 TEL （0533）68－2526 FAX（0533）68－3871  

ＷＥＢサイト：http://www.gamagori.jp/ 

補助対象者 

市内の５名以上の団体又はグループで，蒲郡観光交流ウィークの連携事業として、観光交流事業をして

いただける団体。 

 

補助対象経費 

以下の経費等が対象となります。（当該事業に係る経費に限ります） 

  ○ 講師謝礼・講師等招へい旅費、燃料費・光熱水費・印刷製本費、郵送料・通信料・筆耕料・通訳料 

・保険料、会場使用料・機材借上料 

以下の経費等は対象となりません。（団体の運営費などは対象外です） 

× 団体の職員費など報酬・給不等全般、司会者謝礼等、食糧費全般、備品費、委託料、負担金、 

事務所借上料、タクシー・ハイヤー使用料等の他、当該事業以外の事務用品・燃料費・光熱水費等 

 

補助金額 

補助対象経費の２分の１を限度に、予算の範囲内で補助します。事業１件につき１万円以上１０万 

円以下とします。他の補助金の交付を受けている場合は、その額を補助対象経費から除いた額を 

基に算定します。 

 

申請期限  平成 ２２年 ９月末 まで （予定） 

 

留意事項 

○ 団体からの申請が対象です。個人での申請はできません。 

○ 採択された場合でも、要望額どおりの補助金が交付されるとは限りません。 

○ 申請にあたっては、所定の申請用紙に記載していただきます。申請用紙は、蒲郡市観光協会 

蒲郡市役所商工観光課で配布しているほか、ＨＰからダウンロードできます。 

 



蒲郡観光交流まち育て活動支援事業の 

補助金交付要望・申請事務の流れ 
 

補助金の要望 

・ 補助金等交付申請書及び必要書類を 

蒲郡市観光協会へ申請 

 

 

 

補助金交付団体選考委員会の開催 

・ 要望のあった事業に対する補助金交付の適否 

及び補助金内定額について意見を聴取 

 

 

 

補助金要望の採択・丌採択 

補助金交付内定額の決定 

 

 

 

 

 

補助金交付決定額の通知               補助金要望丌採択の通知 

 

 

事業着手 

 

採  択 丌 採択 

事業内容 

事業費等の精査 

※ 留意事項 

・ 丌採択となった事業については、補助金は交付されません。 

・ 採択となった事業でも、申請どおりの補助金が交付されるとは 

   限りません。（減額となる場合があります。） 

・ 減額となった場合でも、補助対象経費の変更はしないで下さい。 

変更した場合は、採択を取り消す場合もあります。 

・ 事業完了後、実績報告書を提出していただき、補助金の清算を 

いたします。 


